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重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措置の

一部改正について

構造改革特別区域において、基準緩和を受ける自動車については、「重量物

輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措置について」（平

成15年３月31日付自技第 383 号）により認定をしてきたところであるが、今

般、構造改革特別特区域基本方針（平成15年１月24日閣議決定）別表１が平成

22年９月７日付けで改正され、重量物輸送効率化事業に係る特例措置が一部全

国展開されたことを踏まえ、同通達を別添新旧対照表のとおり改正したので通

知する。

なお、関係団体等には別添のとおり周知したので了知されたい。



別添 

 

「重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措置について」（平成

１５年３月３１日付け自技第３８３号）の一部改正 

 

第１ 適用 

 「重量物輸送効率化事業」により道路運送車両の保安基準(昭和２６年運輸省令第６７号。

以下「保安基 準」という。)第２条第１項（長さ）に定める基準（道路法の道路を横断

する場合に限る。）、第４条（車両総重量）に定める基準（道路法の道路を横断する場

合を除く。）、第４条の２（軸重等）に定める基準（道路法の道路を横断する場合を除

く。）又は第６条第２項（最小回転半径）に定める基準（道路法の道路を横断する場合

に限る。）について、構造改革特別区域（以下「特区」という。）において、基準緩和

（以下「特区基準緩和」という。）を受ける自動車について適用する。 

 

第２ 申請者等 

 １ 特区基準緩和の認定の申請は、特区基準緩和の認定を受けようとする自動車の使用

者（法人にあっては、その代表者。以下同じ。）が行うものとする。 

 ２ 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、使用者に代わって特区基準緩和の認定

の申請を行うことができる。この場合は、申請書に委任状を添付するものとする。 

  (1)  国、地方公共団体等の長から特区基準緩和の認定の申請を委任された者 

  (2)  法人の代表者から特区基準緩和の認定の申請を委任された当該法人の営業所等

の長 

 

 

第３ 申請書及び添付資料 

 １ 特区基準緩和の認定を申請しようとする者は、第１号様式の特区基準緩和認定申請

書に別表第１の添付資料一覧表に掲げる資料を添付し、正本及び副本各１通を当該特

区基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に提出す

るものとする。 

 ２ 前項に規定する申請において、当該申請日前１年以内に基準緩和の認定（「基準緩

和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月１９日国自技第１９３号）

を含む）の取消処分を受けた自動車と同一の営業所等に属する自動車について特区基

準緩和の認定を申請しようとする場合は、前項に規定する申請書及び添付資料のほか、

当該営業所等に属するすべての特区基準緩和自動車について、当該取消処分を受けた

日から６か月後及び１年後のそれぞれ直近の１か月間の輸送実績を添付資料として提  

出するものとする。 



 ３ 第１項に規定する申請において、同一の申請者が複数の類似する自動車について同

時に申請しようとする場合は、その旨を申請書に記載することによって重複する添付

資料を省略することができる。 

 ４ 特区基準緩和の認定を受けた者について、その氏名若しくは名称、住所又は使用の

本拠の位置（同一地方運輸局管内に限る。）について変更があった場合は、認定を受

けた地方運輸局長に対し、当該変更内容についての資料を添えて、速やかに第２号様

式の特区基準緩和認定変更申請書を提出するものとする。 

 ５ 地方運輸局長は、第１項及び第４項に規定する申請書及び添付資料について、使用

の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所（以下「運輸支局等」と

いう。）の経由を定めることができる。 

 

第４ 審査等 

 １ 地方運輸局は、「重量物輸送効率化事業」に認定された特区において特区基準緩和

の認定の申請があった場合には、道路管理者に対し申請日及び申請者名（連絡先含む）

を文書で連絡するものとする。 

 ２ 地方運輸局長は、特区基準緩和の認定を受けようとする自動車について、その構造

若しくはその使用の態様が特殊であることによる保安上若しくは公害防止上の支障、

申請に示された使用の態様以外の態様により使用されるおそれ、又は付そうとする条

件若しくは制限に違反して使用されるおそれの有無を次の各号について、申請書等に

より審査するものとする。 

  (1) 道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実である旨の文書連絡の

有無 

  (2)  当該自動車の構造又は使用の態様の特殊性により基準の適用を除外するものと

して指定すべき保安基準の条項 

  (3)  当該自動車の運行が道路交通に与える支障 

    (4） 運行経路及び搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路 

    (5)  当該物品の輸送頻度及び輸送期間 

    (6) 申請者の保有する自動車の運行管理体制 

 

第５ 条件等の付与 

  １ 地方運輸局長は、第４による審査を行った場合、ポール・トレーラ以外の自動車に

ついては、特区内において分割可能な貨物を輸送する場合における最大積載量（以下

「特区最大積載量」という。）を定めるとともに、特区最大積載量と車両重量の合計

として車両総重量（以下「特区車両総重量」という。）を定めるものとする。 

   なお、特区最大積載量は、車両の構造・装置の限界を超えない範囲の重量とする。 

      また、保安基準第４条に定める車両総重量及び第４条の２に定める軸重等の基準を



超えない範囲で分割可能な貨物を輸送する場合の車両総重量（以下「基準車両総重量」

という。）を定めるとともに、分割可能な貨物を輸送する場合の最大積載量（以下「基

準最大積載量」という。）を定めるものとする。 

   ポール・トレーラについては、特区最大積載量における軸重の総和にけん引自動車

の最大積載量である第５輪荷重を加えて特区車両総重量を定めるものとする。 

 

  ２ 地方運輸局長は、第１の自動車の特区基準緩和の認定を行う場合は、次に掲げる条

件又は制限のうち、必要と認めるものを付すものとする。ただし、必要と認める場合

は、次に掲げる条件又は制限以外の条件又は制限を付すことができる。 

    (1) 自動車の後面及び運転者席には、長さを表示すること。 

    (2)  自動車の後面及びけん引自動車の運転者席には、けん引自動車と被けん引自動車

との連結時の長さを表示すること。 

    (3) 自動車の後面及び運転者席の見やすい箇所に当該自動車の連結時最大全長（けん

引自動車の最前端部からポール最後端部までの長さ）を表示すること。 

    (4)  ポールを積載して運行する際は、ポールの前端をけん引自動車の荷受台中心より

前方へ２メートル、後端をポールトレーラの荷受台中心より ４メートルそれぞれ

超えて積載しないこと。 

    (5)  ポールの長さは、１８メートル以下とすること。 

    (6)  夜間、ポールを積載して運行する際は、ポールの最前端部附近、中央部附近及び

最後端部附近の両側に側方から確認できる黄色の灯火（光度 300 カンデラ以下）

を備えること。 

  (7) 被けん引自動車の後面には、特区車両総重量、特区最大積載量をそれぞれ表示す

ること。 

  (8)  被けん引自動車の後面には、基準車両総重量、特区車両総重量、基準最大積載量、

特区最大積載量をそれぞれ表示すること。 

   (9) 被けん引自動車の後面には、軸重を表示すること。 

    (10) 自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。 

    (11) 自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。 

    (12) 自動車の後面及び運転者席には、最小回転半径を表示すること。 

    (13) 被けん引自動車の後面には、けん引自動車と被けん引自動車との連結時の最小

回転半径を表示すること。 

    (14) 特区車両総重量で運行する場合は構造改革特別区域内に限る。 

  (15)  特区基準緩和による運行は、構造改革特別区域内の道路法の道路を横断する場

合に限る。 

    (16) 運行に当たっては、道路交通法及び道路法を厳守すること。 

    (17) 運行に当たっては、認定書（写）を携帯すること。 



 

  ３ 地方運輸局長は、第１の自動車について、次の(1)または(2)に掲げる自動車ごとに、

それぞれ(1)または(2)に定める期限を付すものとする。ただし、必要と認める場合は、

当該自動車の使用期間が限定されていることなどの状況に応じて、期限を短縮するこ

とができる。 

    (1) 新規検査又は構造等変更検査を受ける必要のある自動車は、それぞれの検査にお

ける自動車検査証の有効期間の満了日から起算して１年を経過した日 

    (2) 現に登録を受けている自動車は、特区基準緩和の認定を受けた後、最初の自動車

検査証の有効期間の満了日から起算して１年を経過した日 

 

第６ 特区基準緩和の認定等 

  １ 地方運輸局長は、第４の規定に基づいて審査した結果、特区基準緩和の認定を行う

ことが適当であると判断した場合は、第５に基づく条件等を付したうえで、基準緩和

の認定を行い、第３号様式による特区基準緩和認定書を申請者に交付するものとする。 

 

  ２ 特区基準緩和の認定に当たって基準緩和項目の一部又は全部の諸元及び制限事項を

表示するよう制限を付された自動車にあっては、自動車の後面に道路運送車両法施行

規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第５４条の規定による標識（制限を受けた自動

車の標識）に近接した見やすい箇所に、横３５ミリメートル、縦６０ミリメートル以

上の大きさの文字を用いて、次の例により表示するものとする。 

      この場合において、複数の項目を表示しようとするときは、次の例に掲げる順によ

るものとする。 

      また、最大積載量は他の基準緩和項目の諸元を表示する文字と同じ大きさの文字を

用いて表示するものとする。 

 

    項  目          表示の例 

                                          

      長さ              「全長１８．００メートル」 

   基準車両総重量  「重量２７．８０トン」 

   特区車両総重量  「特区重量３５．８０トン」 

     基準最大積載量  「最大積載量２０．００トン」  

      特区最大積載量    「特区最大積載量２８．００トン」 

   軸重       「軸重１１．５０トン」 

      最小回転半径      「回転半径２２．２メートル」 

 

 



  ３ 地方運輸局長は、第１項の特区基準緩和認定書を申請者に交付したときは、直ちに

当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の長に対

し、関係資料を添付したうえ、特区基準緩和の認定を行った旨を通知するものとする。 

  ４ 地方運輸局長は、第４の規定に基づいて審査した結果、保安上若しくは公害防止上

支障があると認める場合又は申請に示された使用の態様以外の態様に使用されるおそ

れ若しくは特区基準緩和の認定に付そうとする条件若しくは制限に違反して使用され

るおそれがあると疑うに足りる相当な理由があると認める場合は、特区基準緩和の認

定をしないものとする。この場合において、地方運輸局長は、理由を付して、その旨

を申請者に通知するとともに、当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置

を管轄する運輸支局等の長に通知するものとする。 

 

第７ 継続緩和の認定 

  １ 第６第１項により特区基準緩和の認定を受けた者は、第５第２項の規定により付さ

れた期限後においても当該基準緩和の認定に係る自動車を引き続き特区基準緩和の認

定を受けて使用しようとする場合は、期限の２か月前までに継続緩和の認定の申請を

行うものとする。 

  ２ 継続緩和の認定を申請しようとする者は、第３第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、第４号様式の特区基準緩和認定申請書に別表１の添付資料一覧表に掲げる資料を

添付し、正本及び副本各１通を当該基準緩和の認定に係る自動車の使用の本拠の位置

を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 

  ３ 地方運輸局長は、継続緩和の認定を受けようとする自動車について、第４の規定に

よるほか次に掲げる事項について審査するものとする。 

    (1)  物品の輸送が次の資料により適切に実施されていると認められること  

       ① 事業用自動車にあっては、乗務等の記録、運行記録計による記録等  

       ② 自家用自動車にあっては、運行記録計による記録、輸送物品の保有状況等  

    (2)  特例措置による今後の物品輸送計画が適切なものであること 

       ① 当該物品の輸送頻度及び輸送期間 

       ② 運行経路及び搬出元及び搬入先を含めた当該物品の輸送経路 

       ③ 今回の申請に係る物品輸送計画の前回のそれとの相違 

    (3)  継続緩和の認定を受けようとする自動車に係る申請直前の２か年間における道

路管理者からの特殊車両通行許可違反通知がないこと 

  ４ 地方運輸局長は、前項の審査の結果、継続緩和の認定を行うことが適当であると判

断した場合は、第６第１項の規定にかかわらず、第５第２項の条件等を付し、また、

特区基準緩和の認定に付された期限の日（自動車検査証の有効期間満了日を経過して

いる自動車については、継続検査申請予定日）から起算して２年を経過した日までを

最長として、継続緩和の認定を受けた後、最初の自動車検査証の有効期間の満了日か



ら起算して１年を経過した日までの期限を付したうえで、特区基準緩和の認定を行い、

第５号様式による特区基準緩和認定書を申請者に交付するものとする。ただし、必要

と認める場合は、当該自動車の使用期間が限定されていることなどの状況に応じて、

期限を短縮することができる。 

  ５ 地方運輸局長は、前項の規定により、特区基準緩和認定書を申請者に交付する際、

申請者に対し、当該基準緩和自動車の自動車検査証備考欄に記載されている特区基準

緩和の認定に付された期限について、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等におい

て、速やかに当該期限を変更する手続を行わなければならない旨、指示するものとす

る。 

 

第８ 行政処分等                                            

  １ 地方運輸局長は、特区基準緩和の認定を受けた自動車が道路運送車両法に照らして

適切な運行が行われていないと認められた場合、付された条件若しくは制限に違反し

て運行した場合又は特区基準緩和の認定の申請に当たって虚偽の申請を行った場合は、

別途定めるところにより、その違反事項等に応じて文書勧告、文書警告又は特区基準

緩和の認定の取消処分を行うものとする。 

  ２ 特区基準緩和の認定を受けた自動車が次の各号のいずれかに該当する場合には、当

該自動車に係る特区基準緩和の認定は失効するものとする。 

    (1)  当該自動車の登録がまっ消された場合 

    (2) 当該自動車の使用者が変更された場合 

    (3)  当該自動車の使用の本拠の位置が特区基準緩和の認定を行った地方運輸局の管

轄外となった場合 

    (4) 第５第３項又は第７第４項の規定により付された特区基準緩和の認定の期限を

経過している場合 

  ３ 地方運輸局長は、本要領に規定する業務を適切に実施するため、事業者監査、関係

機関及び関係団体からの通報等を通じ、特に第５第３項及び第７第４項の規定に基づ

いて期限が付された自動車の運行状況の把握に努めるものとする。 

 

附 則 

（適用時期） 

  １ この特例措置は、平成１５年４月１日以降の特区基準緩和の認定の申請から適用す

る。 

附 則（平成１６年３月３１日 国自技第３１２号） 

（適用時期） 

  １ この改正は、平成１６年４月１日以降の特区基準緩和の認定の申請から適用する。 

附 則（平成２２年１月５日 国自技第２３６号） 



（適用時期） 

  １ この改正は、平成２２年１月５日以降の特区基準緩和の認定の申請から適用する。 

附 則（平成２２年９月３０日 国自技第１４１号） 

（適用時期） 

  １ この改正は、平成２２年１０月１日以降の特区基準緩和の認定の申請から適用する。 


